
（別添３）

所属名 商工労働観光部商業・経営支援課組合担当

内線番号 4826

No.

①

②

③

④

⑤

⑥
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⑧

⑨

⑩

経由期間

協議機関

当該処分機関

⑫

⑬

申請のあった日から１月以内

問合せ 商業・経営支援課組合担当（075-414-4826）

備考

協議機関名

標準処理期間 （⑪合計期間）申請のあった日から１月以内

法令の定め

第４７条第２項
組合の管理については、協同組合法第十条の二 （組合員名簿）、第三十三条第
四項から第八項まで（定款）、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十
六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで（役員、総会、総代
会等）、第五十七条の五（余裕金運用の制限）及び第五十七条の六（会計の原則）
の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条 から第五十七条
まで（出資一口の金額の減少）、第五十八条第一項から第三項まで（準備金及び
繰越金）、第五十九条第一項及び第二項、第六十条（剰余金の配当）並びに第六
十一条（組合の持分取得の禁止）の規定を準用する。この場合において、協同組
合法第三十五条の二 、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中
「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項 中「総組合員
の百分の三（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上」
とあるのは「総組合員の百分の三（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつ
ては、その割合）以上（商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以
上に当たる議決権を有する会員）」と、協同組合法第四十二条第一項 、第四十七
条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定
めた場合にあつては、その割合）以上」とあるのは「総組合員の五分の一（これを
下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上（商工組合連合会に
あつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員）」と、協
同組合法第四十二条第一項 中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数
（商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有す
る会員）」と、協同組合法第四十五条第一項 中「総組合員の十分の一（これを下
回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上」とあるのは「総組合員
の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上
（商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を
有する会員）」と、協同組合法第五十一条第三項 中「第二十七条の二第四項 から
第六項 まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」
と、協同組合法第五十三条 中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半
数以上（商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権
を有する会員）」と読み替えるものとする。

審査基準 中小企業等協同組合法第２７条の２第４項、第５項、第６項

経由機関名

法令番号 昭和３２年１１月２５日法律１８５号

根拠条項 第４７条第２項

処分権者 京都府知事

審査基準及び標準処理期間

項目 内容

処分名 定款の変更の認可

法令名 中小企業団体の組織に関する法律


